
「意見書」（概要）（案）  

 
平成１４年１２月６日 

道路関係四公団民営化推進委員会 
            
 

 【特段の修正は必要なく、事務局作成案とすべき。】 
 
１. 新たな組織のあり方 
（１）新会社各社の収益調整を図り、長期債務の返済をできるだけ早期に実 
現するため、保有・債務返済機構（仮称。以下「機構」という。）を設

置する。機構は、四公団に係る道路資産（新会社に承継されるもの等を

除く。）及びそれに対応する長期債務を一括して承継し、新会社は機構

から道路資産を借受けて、貸付料を支払う。 
 
（２）新会社 
① 新会社は、自動車道事業を中心に、関連事業についても積極的に展

開するものとし、パーキングエリア等に係る資産・債務を承継して

発足する。 
② 新会社は、発足後１０年を目途に、機構の所有する道路資産の買い

取りを行うとともに、この時点で機構は解散する。 
③ 新会社は、当初国が全株式を保有する特殊会社として発足するが、

機構から道路資産を買い取った後は、早期に上場を目指す。 
 
（３）保有・債務返済機構 
① 機構は、債務の返済、借換えのみをその業務とする。 
② 機構は、新規建設に係るに建設を開始するもの及び国等に譲渡する

ものを除き、既供用路線及び建設中の路線又は区間に係る道路施設

を承継する。 
③ 機構が新会社から徴収する貸付料は長期定額として設定し、その総

計年額は約 40年間の元利均等返済をベースとして算定する。長期定
額の貸付料は、全額債務の元利返済のみに充当する。し、毎期確実

に期中債務の平均残高を減少させる。新会社は余裕資金を返済に充

てることができる。 



    ④ 機構は法人税を負担しない。固定資産税については大幅に軽減する。 
 
（４）本州四国連絡橋公団の債務処理 
料金収入、国の出資、地方自治体の出資（現行よりも 15年延長）及 
び他の道路関係公団の道路料金の活用、並びに債務切り離し（国の道

路特定財源）により、本四架橋の料金の大幅引下げ（2分の 1程度）と
債務の切り離し処理を同時に進める。 
 

（５）地域分割 
組織の適正規模の確保、競争を通じコスト意識や増収意識の醸成等を 
考慮し、日本全国を５つの地域に分割して新会社を設立する。首都高

速道路公団及び阪神高速道路公団については、現在の路線を核として

設立する。 
 

２. 通行料金 
民営化の目に見える成果として、実情に応じた弾力的な引下げ策を講じ、

通行料金の平均１割引下げを民営化と同時に実施する。民営化後は発足時

の水準を上限として新会社が自ら自主的に決定する。 

 
３. 今後の道路建設 
（１）新会社発足までの間、各公団は、本委員会においてとりまとめた基準 
による個別路線の優先順位に基づき、重点的な予算配分を行う。 
（２）新会社は、公益性にも配慮しつつ、自社の経営状況、投資採算性等に 
基づき判断し、自主的に新規建設への参画を決定する。 
（３）新会社の採算を超える建設投資は、高速自動車国道・都市高速道路に 
おける合併施行方式等国・地方公共団体等の費用負担を前提にした新た

な制度により対応することとする。ただし、建設資金の拠出については、

新会社に対する新たな税制・納付金制度の導入、貸付料の増額等による

機構からの支出、財投資金の借入れその他これに類する方式は行わない。 
（４）新会社が行う道路建設等の設備投資資金は、自ら調達し、上場までの 
間に限り、政府保証等の措置を講じる。ただし、市場規律を発揮させる

観点から、財投資金の活用は認めない。 
   なお、新会社の行う工事により形成された資産は、新会社に帰属する。 

（５）上記を踏まえ、現行の施行命令等の建設を強制する仕組みに代わる新 
たな制度を、地方公共団体の意見を聴取した上で政府において早急に検

討する。 



 
４．関連公益法人、ファミリー企業の改革・管理コスト削減 
関連公益法人の所有する道路サービス施設の新会社への移管を図るとと 
もに、関連事業については、新会社の子会社において積極的に展開する。

また、ファミリー企業との不公正な癒着構造の解消、外注業務における競

争条件の徹底的な確保、維持補修等業務の入札参加資格要件の撤廃（2002
年度内）等を通じた管理コストの大幅な縮減（概ね３割）を目指す。 
 
５．改革のスケジュール等 
（１）現行の建設計画の見直し、民間企業経験者の登用、企業会計原則に

基づく財務諸表の作成と公表、コスト削減計画（2002年度内）の作成、
改革の推進体制の整備等民営化までに直ちに取り組むべき措置を着実

に実施する。 
  （２）道路関係四公団の民営化は、2005年 4月 1日に実施する。 


